
 

仕  様  書 

１ 総則 

   この仕様書は、令和８年度札幌第３合同庁舎入居官署等コピー用紙供給契約について 

  適用する。 

 

２ 品目及び発注予定数量 

  コピー用紙 Ａ３規格 １箱３冊入り（１，５００枚）   １６９箱 

  コピー用紙 Ａ４規格 １箱５冊入り（２，５００枚） ４，５３９箱 

  コピー用紙 Ｂ４規格 １箱５冊入り（２，５００枚）     ３箱 

 

３ 納入場所 

  別紙「納品場所及び予定数量一覧」のとおり 

 

４ 規格及び品質 

 ⑴ 傷及び汚れがないこと。 

 ⑵ サイズは日本産業規格（ＪＩＳ）に基づくものであること。 

 ⑶ 寸法精度は±１㎜以内であること。 

 ⑷ 坪量は６７±３ｇ／㎡であること。 
 ⑸ 高速プリンター及び複写機に供用できるものであり、紙詰まりしにくいものであるこ    

と。 
 ⑹ 国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７（２０２５）年１月）」に

基づき、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、そ

の他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色

度及び坪量を算定式により総合的に評価した総合評価値が８０以上であること。（参考

資料として、基本方針（コピー用紙に係る記載箇所を抜粋）を添付しているため、詳細

はそちらを参照すること。） 

 ⑺ バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、

原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされ

たものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の

再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

 ⑻ 製品に総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値）

が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト

等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 
  

５ 包装 

 ⑴ 保管中に湿気、埃、乾燥、破損等から紙を保護するため、耐透湿性の包装紙で包装  

し、段ボールに梱包すること。 

 ⑵ 包装単位は５００枚を１冊とし、Ａ３は３冊、Ａ４及びＢ４は５冊を取りまとめて段



ボールに梱包すること。 

 

６ 発注・納入方法 

⑴  発注は各サイズの箱単位とする。 

 ⑵ ＦＡＸによらない手段での発注（注文書のメール送信等）を可能とすること。 

 ⑶ 本調達物品の納品に係る納入経費（送料）は全て受注者負担とすること。 

 ⑷ 発注者の指示に従い、延滞のないよう納入すること。 

 

７ その他 

  納入日から１２か月以内に本調達物品の種類、品質又は数量が契約内容に適合しないも

のであることが発見されたときは、発注者の請求により、ほかの良品と引き替え、代金の

減額請求又はその契約の不適合によって生じた損害を賠償するものとする。 

 

 



別紙

納品場所及び予定数量一覧

Ａ３ Ａ４ Ｂ４

札幌高等検察庁
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 6 200 0 6

札幌第３合同庁舎庁舎管理室
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 8 18 0 1

札幌地方検察庁
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 17 801 2 12

札幌地方検察庁岩見沢支部
岩見沢市４条東４丁目 0 32 1 4

札幌地方検察庁滝川支部
滝川市大町１丁目７番１４号 0 15 0 2

札幌地方検察庁室蘭支部
室蘭市日の出町１丁目１８番２１号　室蘭法務総合庁舎 1 45 0 3

札幌地方検察庁苫小牧支部
苫小牧市旭町３丁目３番７号　苫小牧法務総合庁舎 3 53 0 4

札幌地方検察庁小樽支部
小樽市富岡１丁目１５番１号 小樽法務総合庁舎 2 47 0 3

静内区検察庁
日高郡新ひだか町静内こうせい町２丁目２番１号 0 11 0 2

函館地方検察庁
函館地方検察庁
函館市上新川町１番１３号 3 160 0 3

釧路地方検察庁
釧路市柏木町５番７号　釧路法務総合庁舎 9 233 0 6

釧路地方検察庁帯広支部
帯広市東５条南９丁目１番地１　帯広法務総合庁舎 1 77 0 3

釧路地方検察庁網走支部
網走市台町１丁目４番１５号　網走法務総合庁舎 1 10 0 1

釧路地方検察庁北見支部
北見市寿町４丁目２番１６号　北見法務総合庁舎 2 22 0 2

人事院北海道事務局
人事院北海道事務局
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 10 60 0 6

公正取引委員会事務総局

北海道事務所
公正取引委員会事務総局北海道事務所
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 1 50 0 4

北海道防衛局
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 68 900 0 12

帯広防衛支局
帯広市西６条南７丁目３　帯広地方合同庁舎 10 90 0 4

千歳防衛事務所
千歳市東雲町３丁目２番１号 2 6 0 2

札幌出入国在留管理局
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 0 170 0 4

札幌出入国在留管理局澄川分室
札幌市豊平区平岸１条２２丁目２番２５号　札幌法務局南
出張所２階

4 230 0 4

札幌出入国在留管理局小樽分室
小樽市港町５番２号　小樽地方合同庁舎 3 20 0 4

札幌出入国在留管理局函館出張所
函館市海岸町２４番４号　函館港湾合同庁舎 0 55 0 4

札幌出入国在留管理局旭川出張所
旭川市宮前１条３丁目３番１５号　旭川合同庁舎 0 80 0 4

札幌出入国在留管理局釧路港出張所
釧路市南浜町５番９号　釧路港湾合同庁舎 0 60 0 4

発注官署 納入場所

品目及び予定数量
（単位：箱）

札幌高等検察庁

予定発注
回数

（単位：回）

札幌地方検察庁

北海道防衛局

札幌出入国在留管理局

釧路地方検察庁



Ａ３ Ａ４ Ｂ４
発注官署 納入場所

品目及び予定数量
（単位：箱）

予定発注
回数

（単位：回）

札幌出入国在留管理局稚内港出張所
稚内市開運２丁目２番１号　稚内港湾合同庁舎 0 25 0 4

札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所
千歳市美々　新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 4 209 0 4

北海道地方更生保護委員会
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 2 125 0 3

札幌保護観察所
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 3 215 0 3

札幌保護観察所室蘭駐在官事務所
室蘭市日の出町１丁目１８番２１号　室蘭法務総合庁舎 0 0 0 3

函館保護観察所
函館市新川町２５番１８号　函館地方合同庁舎 1 110 0 3

旭川保護観察所
旭川市花咲町４丁目　旭川法務総合庁舎 0 100 0 3

旭川保護観察所稚内駐在官事務所
稚内市末広５丁目６番１号　稚内地方合同庁舎 0 3 0 3

旭川保護観察所沼田駐在官事務所
雨竜郡沼田町南１条３丁目９番２１号 0 12 0 3

釧路保護観察所
釧路市幸町１０丁目３番　釧路地方合同庁舎 1 60 0 3

釧路保護観察所帯広駐在官事務所
帯広市東５条南９丁目１番地１　帯広法務総合庁舎 0 15 0 3

釧路保護観察所網走駐在官事務所
網走市台町１丁目４番１５号　網走法務総合庁舎 0 6 0 3

釧路保護観察所北見駐在官事務所
北見市寿町４丁目２番１６号　北見法務総合庁舎 0 8 0 3

北海道公安調査局
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎 7 175 0 4

北海道公安調査局函館駐在官室
函館市上新川町１番１３号　函館法務総合庁舎 0 3 0 1

北海道公安調査局稚内駐在官室
稚内市末広５丁目６番１号　稚内地方合同庁舎 0 3 0 1

釧路公安調査事務所
釧路市柏木町５番７号　釧路法務総合庁舎 0 25 0 2

札幌家庭裁判所
札幌第３合同庁舎管理室
札幌市中央区大通西１２丁目　札幌第３合同庁舎

169 4,539 3 153合　計

北海道
地方更生保護委員会

北海道公安調査局

※予定数量等は札幌高等検察庁札幌
第３合同庁舎庁舎管理室に含む。
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㸰㸬⣬ 類 

�1� ရ目及びุ断の基準等 

࠙᝟ሗ用⣬ࠚ 

コࣆー用⣬ ุ࠙断の基準ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭合、間ఆ材等パルプ利

用๭合、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚

使用するパルプ利用๭合、ⓑⰍ度及びᆤ量を備⪃㸳の⟬定式により

⥲合的にホ౯ࡋた⥲合ホ౯値が8�以上で࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関す

るἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡋࡔ、

合ᯈ・〇材ᕤ場ࡽ࠿Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌⏕㈨※

により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

ճ〇ရに⥲合ホ౯値及びࡑの内ヂ（ᣦᶆ㡯目ごとの、ᣦᶆ値ཪࡣຍ⟬

値、及びホ౯値）がグ㍕࡚ࢀࡉいることࠋたࡋࡔ、〇ရにࡑの内ヂ

がグ㍕できない場合ࡣ、࢘ エブࢧイト等でᐜ᫆に確認できるように

 ࠋཧ照ඛを明確にすること、ࡋ

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղバージンパルプがཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉる場合にࡣ࡚ࡗ࠶、ཎᩱとࡉ

ࢀࡉฟ⏘ࡽ࠿いる᳃ᯘ࡚ࢀ持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠまࡣるཎᮌࢀ

たࡶので࠶ることࠋまた、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材等パルプの

利用๭合がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ճ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ 能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ᫆

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

備⪃）㸯 ࠕ持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用するパルプࠖとࡣ、次のいࢀࡎ

 ࠋをいう࠿

ア㸬᳃ᯘの᭷するከ面的機能を維持ࡋ、᳃ᯘをຎ化ࡎࡏࡉ、᳃ᯘ面✚を減ᑡࡏࡉないよう

にするなど᳃ᯘ㈨※をᚠ⎔的・持⥆的に利用するほ点ࡽ࠿⤒Ⴀࡘ࠿、ࢀࡉ、⏕≀ከᵝ

ᛶのಖ全等の⎔ቃ的ඃ఩ᛶ、ປാ⪅の೺ᗣࡸᏳ全への㓄៖等の♫఍的ඃ఩ᛶの確ಖに

調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用࡚ࡗたᮌ材に限ࢀࡉฟ⏘ࡽ࠿た᳃ᯘࢀࡉい࡚㓄៖ࡘ

するパルプ 

イ㸬㈨※の᭷効活用となる෌・ᮍ利用ᮌ材（ᗫᮌ材、ᘓ設Ⓨ⏕ᮌ材、ప఩利用ᮌ材（ᯘᆅ

残材、ࢇ࠿ᮌ、ᮌの᰿、⑓⹸⋇ᐖ・⅏ᐖなどをཷけた୸ኴࡽ࠿ᚓࢀࡽるᮌ材、᭤がり

材、小ᚄ材などのᮌ材）及びᗫ᳜≀⧄維）を調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用するパ

ルプ 

㸰 ࠕ間ఆ材等ࠖとࡣ、間ఆ材ཪࡣ➉をいうࠋ 

㸱 ࠕᣦᶆ㡯目ࠖとࡣ、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭合、間ఆ材等パルプ利

用๭合、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合、ⓑⰍ度及びᆤ量をいうࠋ 

また、ࡑࠕの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合ࠖとࡣ、᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭

合及び間ఆ材等パルプ利用๭合にᩘ量ィ上ࡋたࡶのを除ࡃ持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調

㐩方㔪に基࡙い࡚使用するパルプをいうࠋ 

㸲 ࠕ⥲合ホ౯値ࠖとࡣ備⪃㸳に♧ࢀࡉる < の値をいうࠋ 

るࢀࡉ♧備⪃㸳に、ࡣᣦᶆ値ࠖとࠕ [1�[2�[3�[4のᣦᶆ㡯目ごとの値を、ࠕຍ⟬値ࠖとࡣ、

－10－



－��－

備⪃㸳に♧ࢀࡉる [��[�のᣦᶆ㡯目ごとの値をいうࠋ 

備⪃㸳の、ࡣホ౯値ࠖとࠕ \1�\2�\3�\4�\�にࡘい࡚♧ࢀࡉる式により⟬ฟࢀࡉたᩘ値をい

うࠋ 

㸳 ⥲合ホ౯値、ホ౯値、ᣦᶆ値、ຍ⟬値ࡣ以下の式によるࠋ 

<   �\1 � \2 � \3� � \4 � \�

\1   [1 ̽ 2� （��ӌ[1ӌ1��） 

\2   [2 � [3 （�ӌ[2 � [3ӌ3�） 

\3   ����[4 （�ӌ[4ӌ3�） 

\4   ̽ [� � �� （��ӌ[�ӌ��� [�㸺��Ѝ[� ��� [�㸼��Ѝ[� ��） 

\�   ̽ 2��[� � 1�� （�2ӌ[�ӌ�8� [�㸺�2Ѝ[� �2� [�㸼�8Ѝ[� �8） 

< 及び  ࠋ次のᩘ値を⾲すࡣ�]��]�4]�3]�2]�1]��\�4\�3\�2\�1\

<（⥲合ホ౯値）㸸\1�\2�\3�\4�\�の合ィ値を⟬ฟࡋ小ᩘ点以下を切りᤞ࡚たᩘ値 

\1㸸ྂ⣬パルプ㓄合率にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\2㸸᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材等パルプの合ィ利用๭合にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小

ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\3㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨

二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\4㸸ⓑⰍ度にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\�㸸ᆤ量にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

[1㸸最పಖドのྂ⣬パルプ㓄合率（㸣） 

[2㸸᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭合（㸣） 

[2 㸻 （᳃ᯘ認ド材パルプ㸭バージンパルプ）�（1��－[1） 

[3㸸間ఆ材等パルプ利用๭合（㸣） 

[3 㸻 （間ఆ材等パルプ㸭バージンパルプ）�（1��－[1） 

[4㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合（㸣） 

[4 㸻 （ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㸭バージンパルプ）�（1��－[1） 

[�㸸ⓑⰍ度（㸣） 

ⓑⰍ度ࡣ⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とࡋ、管理ᶆ準値s3㸣の範囲内

にࡘい࡚ࡣチᐜするࠋたࡋࡔ、ࣟ ットごとのⰍ合ࡏࢃの調ᩚ以外に╔Ⰽࢀࡉた場

合（ពᅗ的にⓑⰍ度を下ࡆる場合）ࡣຍ点対象となࡽないࠋ 

[�㸸ᆤ量（J�੍） 

ᆤ量ࡣ⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とࡋ、管理ᶆ準値のs�㸣の範囲内

にࡘい࡚ࡣチᐜするࠋ 

㸴 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、ᆤ量の小ࡉいコࣆー用⣬ࡣ、」෗機等の使用時に┦対的に࢝ール、

⣬詰まり、⿬ᢤけ等がⓎ⏕するࣜスクが㧗まる場合が࠶るたࡵ、過度にᆤ量の小ࡉい〇ရ

の調㐩にࡣ␃ពが必要で࠶るࠋ 

㸵 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、コࣆー用⣬を」෗機、プࣜンタ等に使用する場合ࡣ、ཎᩱ⾲♧ࡸ

〇ရ௙ᵝ等、⣬〇㐀஦業⪅等が〇ရ及び࢘エブࢧイトにබ⾲する᝟ሗᥦ౪を㋃ま࠼、ᮏయ

機器への適ᛶࡸ༳ๅရ質に␃ពࡋ、調㐩を⾜うことࠋ 

㸶 ⣬のཎᩱとなるཎᮌにࡘい࡚の合ἲᛶ及び持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿

の⏘ฟにಀる確認を⾜う場合にࡣ、ᮌ材関連஦業⪅にࡣ࡚ࡗ࠶、合ἲఆ採ᮌ材等の流㏻及

び利用のಁ㐍に関するἲᚊ（ᖹᡂ 28 年ἲᚊ➨ 48 （ࠋクࣜーン࢘ッドἲࠖというࠕ以下ࠋྕ

に๎するととࡶに、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕᮌ材・ᮌ材〇ရの合ἲᛶ、持⥆ྍ能ᛶのド明のたࡵの

ガイドライン（ᖹᡂ 18 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋまた、ᮌ材関連஦業⪅以外

にࡣ࡚ࡗ࠶、ྠガイドラインに準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 
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㸷 ⣬のཎᩱとなる間ఆ材の確認ࡣ、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕ間ఆ材ࢳップの確認のたࡵのガイドラ

イン（ᖹᡂ 21 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 

㸯㸮 ⣬の場合ࡣ、」ᩘのᮌ材ࢳップをΰ合࡚ࡋ⏕⏘するたࡵ、〇㐀ᕤ⛬におい࡚〇ရごと

の実㓄合をᢸಖすることがᅔ㞴等の理⏤を຺᱌ࡋ、間ఆ材等の管理方ἲࡣ⎔ቃ省作ᡂのࠕ᳃

ᯘ認ド材・間ఆ材にಀるクレジット方式運用ガイドライン（ᖹᡂ 21 年㸰月 13 日）ࠖ に準ᣐ

制度に基ྛ、ࡣい࡚ࡘまた、᳃ᯘ認ド材にࠋたクレジット方式を採用することができるࡋ

 ࠋクレジット方式により運用を⾜うことができるࡃ࡙

なお、ࠕクレジット方式ࠖとࡣ、ಶࠎの〇ရに実㓄合࡚ࢀࡉいる࠿ྰ࠿をၥࡎࢃ、୍定期

間に〇㐀ࢀࡉた〇ရ全యに使用ࢀࡉた᳃ᯘ認ド材・間ఆ材等とࢀࡑ以外のཎᩱの使用量に

基࡙き、ಶࠎの〇ရに対ࡋ᳃ᯘ認ド材・間ఆ材等が等ࡃࡋ使࡚ࢀࢃいるとみなす方式をい

うࠋ 

フ࢛ー࣒用⣬ ุ࠙断の基準ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率��㸣以上ࡘ࠿ⓑⰍ度��㸣⛬度以下で࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関

するἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡔ

Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌ࡽ࠿合ᯈ・〇材ᕤ場、ࡋ

⏕㈨※により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

ճሬᕤ࡚ࢀࡉいるࡶのにࡘい࡚ࡣ、ሬᕤ量が୧面で12J�੍以下で࠶

ることࠋ 

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ

持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿⏘ฟࢀࡉたࡶので࠶

ることࠋまた、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材パルプの利用๭合が

ྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ᫆
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インクジ࢙ット࢝ラ

ープࣜンター用ሬᕤ

⣬ 

ุ࠙断の基準ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率��㸣以上で࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関

するἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡔ

Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌ࡽ࠿合ᯈ・〇材ᕤ場、ࡋ

⏕㈨※により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

ճሬᕤ量が୧面で2�J�੍以下で࠶ることࠋたࡋࡔ、∦面の最኱ሬᕤ

量12ࡣJ�੍とするࠋ 

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ

持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿⏘ฟࢀࡉたࡶので࠶

ることࠋまた、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材パルプの利用๭合が

ྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ճ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ᫆

備⪃） ⣬のཎᩱとなるཎᮌにࡘい࡚の合ἲᛶ及び持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿の⏘

ฟにಀる確認を⾜う場合にࡣ、ᮌ材関連஦業⪅にࡣ࡚ࡗ࠶、クࣜーン࢘ッドἲに๎するととࡶ

に、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕᮌ材・ᮌ材〇ရの合ἲᛶ、持⥆ྍ能ᛶのド明のたࡵのガイドライン（ᖹᡂ

18 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋまた、ᮌ材関連஦業⪅以外にࡣ࡚ࡗ࠶、ྠガイドライ

ンに準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 
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࠙༳ๅ用⣬ࠚ 

ሬᕤ࡚ࢀࡉいない

༳ๅ用⣬ 

ሬᕤ࡚ࢀࡉいる༳

ๅ用⣬ 

ุ࠙断の基準ࠚ 

ձ次のい࠿ࢀࡎの要௳を‶たすことࠋ 

ア㸬ሬᕤ࡚ࢀࡉいないࡶのにࡣ࡚ࡗ࠶、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認

ド材パルプ㓄合率、間ఆ材等パルプ㓄合率、管理ᮌ材パルプ㓄合

率、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使

用するパルプ㓄合率及びⓑⰍ度を備⪃㸴の⟬定式により⥲合的に

ホ౯ࡋた⥲合ホ౯値が8�以上で࠶ることࠋ 

イ㸬ሬᕤ࡚ࢀࡉいるࡶのにࡣ࡚ࡗ࠶、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド

材パルプ㓄合率、間ఆ材等パルプ㓄合率、管理ᮌ材パルプ㓄合率、

たཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用すࡋの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡑ

るパルプ㓄合率及びሬᕤ量を備⪃㸴の⟬定式により⥲合的にホ౯

 ࠋること࠶た⥲合ホ౯値が8�以上でࡋ

ղྂ⣬パルプ、᳃ᯘ認ド材パルプ、間ఆ材等パルプ、管理ᮌ材パルプ

及びࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用

するパルプ以外のパルプをཎᩱと࡚ࡋ使用ࡋないことࠋ 

ճバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関す

るἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡋࡔ、

合ᯈ・〇材ᕤ場ࡽ࠿Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌⏕㈨※

により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

մ〇ရの⥲合ホ౯値及びࡑの内ヂ（ᣦᶆ㡯目ごとの、ᣦᶆ値ཪࡣຍ⟬

値、及びホ౯値）が࢘エブࢧイト等でᐜ᫆に確認できることࠋ 

յ෌⏕利用ࡋにࡃいຍᕤが施࡚ࢀࡉいないことࠋ 

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձ⥲合ホ౯値がより㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղྂ⣬パルプ㓄合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ճバージンパルプがཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉる場合にࡣ࡚ࡗ࠶、ཎᩱとࡉ

たࢀࡉฟ⏘ࡽ࠿いる᳃ᯘ࡚ࢀ持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠまࡣるཎᮌࢀ

また、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材等パルプの㓄ࠋること࠶のでࡶ

合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

մ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ᫆

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

備⪃）㸯 ࠕ管理ᮌ材パルプࠖとࡣ、᳃ᯘ認ド材とࡣ␗なるが、᳃ᯘ認ド制度によりᐜ認ࢀࡉない分

類にᒓࡉないᮌ材で࡚ࡗ࠶、認ドྲྀᚓ⤌⧊間のみでྲྀり引きࡑ、ࢀࡉの適᱁ᛶにࡘい࡚➨୕

⪅認ド機関によ࡚ࡗ検ドࢀࡉたᮌ材をཎᩱとするパルプをいうࠋ 

㸰 ࡑࠕの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用するパルプ（以下ࡑࠕの

௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプࠖというࠋ）ࠖ とࡣ、次のい࠿ࢀࡎをいう（᳃ᯘ認ド材パル

プ、間ఆ材等パルプ及び管理ᮌ材パルプに該当するࡶのを除ࠋ（ࠋࡃ 

ア㸬᳃ᯘの᭷するከ面的機能を維持ࡋ、᳃ᯘをຎ化ࡎࡏࡉ、᳃ᯘ面✚を減ᑡࡏࡉないように

するなど᳃ᯘ㈨※をᚠ⎔的・持⥆的に利用するほ点ࡽ࠿⤒Ⴀࡘ࠿、ࢀࡉ、⏕≀ከᵝᛶの

ಖ全等の⎔ቃ的ඃ఩ᛶ、ປാ⪅の೺ᗣࡸᏳ全への㓄៖等の♫఍的ඃ఩ᛶの確ಖにࡘい࡚

㓄៖ࢀࡉた᳃ᯘࡽ࠿⏘ฟࢀࡉたᮌ材に限࡚ࡗ調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用するパ

ルプ 

イ㸬㈨※の᭷効活用となる෌・ᮍ利用ᮌ材（ᗫᮌ材、ᘓ設Ⓨ⏕ᮌ材、ప఩利用ᮌ材（ᯘᆅ残
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材、ࢇ࠿ᮌ、ᮌの᰿、⑓⹸⋇ᐖ・⅏ᐖなどをཷけた୸ኴࡽ࠿ᚓࢀࡽるᮌ材、᭤がり材、

小ᚄ材などのᮌ材）及びᗫ᳜≀⧄維）を調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用するパルプ 

㸱 ࠕ間ఆ材等ࠖとࡣ、間ఆ材ཪࡣ➉をいうࠋ 

㸲 ࠕᣦᶆ㡯目ࠖとࡣ、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ㓄合率、間ఆ材等パルプ㓄合率、

管理ᮌ材パルプ㓄合率、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㓄合率、ⓑⰍ度及びሬᕤ量を

いうࠋ 

㸳 ࠕ⥲合ホ౯値ࠖとࡣ備⪃㸴に♧ࢀࡉる <1ཪࡣ <2の値をいうࠋ 

るࢀࡉ♧備⪃㸴に、ࡣᣦᶆ値ࠖとࠕ [1�[2�[3�[4�[�のᣦᶆ㡯目ごとの値を、ࠕຍ⟬値ࠖとࡣ、

備⪃㸴に♧ࢀࡉる [��[8のᣦᶆ㡯目ごとの値をいうࠋ 

備⪃㸴の、ࡣホ౯値ࠖとࠕ \1�\2�\3�\4�\� にࡘい࡚♧ࢀࡉる式により⟬ฟࢀࡉたᩘ値ཪࡣ

定ࢀࡽࡵたᩘ値をいうࠋ 

㸴 ⥲合ホ౯値、ホ౯値、ᣦᶆ値、ຍ⟬値ࡣ以下の式によるࠋ 

<1   \1 � \2 � \3 � \4

<2   \1 � \2 � \3 � \�

\1   [1 � [2 � [3 （�ӌ[1 � [2 � [3ӌ1��） 

\2   �����[4 （�ӌ[4ӌ1��） 

\3   ����[� （�ӌ[�ӌ��） 

\4   ̽ [� � [� （[� �1�ӌ[�ӌ[�� [�㸺[� ± 1�Ѝ[�㸻[� ± 1�� [�㸼[�Ѝ[�㸻[�） 

\�   ̽ ���[8 � 2� （�㸺[8ӌ1�Ѝ[8 1�� 1�㸺[8ӌ2�Ѝ[8 2�� 2�㸺[8ӌ3�Ѝ[8 3�� 

[8㸼3�Ѝ[8 4�） 

<1�<2及び  ࠋ次のᩘ値を⾲すࡣ8]��]��]��]�4]�3]�2]�1]��\�4\�3\�2\�1\

<1（ሬᕤ࡚ࢀࡉいない༳ๅ用⣬にಀる⥲合ホ౯値）㸸\1�\2�\3�\4の合ィ値を⟬ฟࡋ小ᩘ

点以下を切りᤞ࡚たᩘ値 

<2（ሬᕤ࡚ࢀࡉいる༳ๅ用⣬にಀる⥲合ホ౯値）㸸\1�\2�\3�\�の合ィ値を⟬ฟࡋ小ᩘ点

以下を切りᤞ࡚たᩘ値 

\1㸸ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ㓄合率及び間ఆ材等パルプ㓄合率の合ィ値

にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\2㸸管理ᮌ材パルプ㓄合率にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\3㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㓄合率にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩

をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\4㸸ⓑⰍ度にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値（ファンࢩーペー

パーཪࡣᢒⰍ⣬（Ⰽ上質⣬及びᰁᩱを使用ࡋたⰍ⣬୍⯡をྵࠋࡴ）にࡣ適用ࡋな

いࠋ） 

ファンࢩーペーパーཪࡣᢒⰍ⣬で࡚ࡗ࠶、༳ๅにಀるุ断の基準（ࠕ༳ๅࠖཧ照）

に♧ࢀࡉた $ ランク（⣬へのࣜࢧイクルにおい࡚㜼ᐖとなࡽないࡶの）の⣬で࠶

る場合ࡣ ࡣる場合࠶以外の⣬でࢀࡑ、� � 

\�㸸ሬᕤ量にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

[1㸸ྂ⣬パルプ㓄合率（㸣） 

[2㸸᳃ᯘ認ド材パルプ㓄合率（㸣） 

[3㸸間ఆ材等パルプ㓄合率（㸣） 

[4㸸管理ᮌ材パルプ㓄合率（㸣） 

[�㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㓄合率（㸣） 

[�㸸ⓑⰍ度（㸣） 

ⓑⰍ度ࡣ⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とࡋ、管理ᶆ準値s3㸣の範囲内に
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た場合ࢀࡉの調ᩚ以外に╔ⰍࡏࢃットごとのⰍ合ࣟ、ࡋࡔたࠋチᐜするࡣい࡚ࡘ

（ពᅗ的にⓑⰍ度を下ࡆる場合）ࡣຍ点対象となࡽないࠋ 

[�㸸ⓑⰍ度の基準値（㸣） 

ⓑⰍ度の基準値ྂࡣ⣬パルプ㓄合率（[1）及びバージンパルプ㓄合率（[2 � [3 � [4

� [�）に対応ࡋた基準値で࡚ࡗ࠶、ྂ ⣬パルプ㓄合率 1��㸣の場合の基準値ࡣ ��㸣、

バージンパルプ㓄合率 1��㸣の場合の基準値ࡣ ��㸣と࡚ࡋ次式により⟬定ࠋ 

[� 㸻 ����[1 � �����[2 � [3 � [4 � [�� 

[8㸸ሬᕤ量（J�੍） 

ሬᕤ量（୧面へのሬᕸ量）ࡣ、⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とするࠋ 

㸵 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、༳ๅ用⣬を」෗機、プࣜンタ等に使用する場合ࡣ、ཎᩱ⾲♧ࡸ〇ရ

௙ᵝ等、⣬〇㐀஦業⪅等が〇ရ及び࢘エブࢧイトにබ⾲する᝟ሗᥦ౪を㋃ま࠼、ᮏయ機器へ

の適ᛶࡸ༳ๅရ質に␃ពࡋ、調㐩を⾜うことࠋ 

㸶 ⣬のཎᩱとなるཎᮌにࡘい࡚の合ἲᛶ及び持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿

の⏘ฟにಀる確認を⾜う場合にࡣ、ᮌ材関連஦業⪅にࡣ࡚ࡗ࠶、クࣜーン࢘ッドἲに๎する

ととࡶに、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕᮌ材・ᮌ材〇ရの合ἲᛶ、持⥆ྍ能ᛶのド明のたࡵのガイドライ

ン（ᖹᡂ 18 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋまた、ᮌ材関連஦業⪅以外にࡣ࡚ࡗ࠶、

ྠガイドラインに準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 

㸷 ⣬のཎᩱとなる間ఆ材の確認ࡣ、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕ間ఆ材ࢳップの確認のたࡵのガイドライ

ン（ᖹᡂ 21 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 

㸯㸮 ⣬の場合ࡣ、」ᩘのᮌ材ࢳップをΰ合࡚ࡋ⏕⏘するたࡵ、〇㐀ᕤ⛬におい࡚〇ရごとの

実㓄合をᢸಖすることがᅔ㞴等の理⏤を຺᱌ࡋ、間ఆ材等の管理方ἲࡣ⎔ቃ省作ᡂのࠕ᳃ᯘ

認ド材・間ఆ材にಀるクレジット方式運用ガイドライン（ᖹᡂ 21 年㸰月 13 日）ࠖ に準ᣐࡋ

たクレジット方式を採用することができるࠋまた、᳃ᯘ認ド材及び管理ᮌ材にࡘい࡚ࡣ、ྛ

制度に基࡙ࡃクレジット方式により運用を⾜うことができるࠋ 

なお、ࠕクレジット方式ࠖとࡣ、ಶࠎの〇ရに実㓄合࡚ࢀࡉいる࠿ྰ࠿をၥࡎࢃ、୍定期

間に〇㐀ࢀࡉた〇ရ全యに使用ࢀࡉた᳃ᯘ認ド材、間ఆ材等などとࢀࡑ以外のཎᩱの使用量

に基࡙き、ಶࠎの〇ရに対ࡋ᳃ᯘ認ド材、間ఆ材等などが等ࡃࡋ使࡚ࢀࢃいるとみなす方式

をいうࠋ 

࠙⾨⏕用⣬ࠚ 

トイレット 

ペーパー 

ุ࠙断の基準ࠚ 

 ࠋること࠶⣬パルプ㓄合率1��㸣でྂۑ

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

෌⏕利用のᐜ᫆、࡚ࡗ࠶能な限り⡆᫆でྍ、ࡣᲕໟࡣ〇ရのໟ装ཪۑ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

 ࣗࢩィッࢸ

ペーパー 

�2� ྂ⣬及びྂ⣬パルプ㓄合率

ྛရ目においุ࡚断の基準とな࡚ࡗいるྂ⣬及び関連する用ㄒ、ྂ⣬パルプ㓄合率の定

 ࠋ以下のとおりとする、ࡣ⩏
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࠙ྂ⣬及び関連する用ㄒの定⩏ࠚ 

ྂ⣬ ᕷ୰回収ྂ⣬及び⏘業ྂ⣬ࠋ 

ᕷ୰回収ྂ⣬ ᗑ⯒、஦ົ所及びᐙᗞなどࡽ࠿Ⓨ⏕する使用῭みの⣬で࡚ࡗ࠶、⣬〇㐀

஦業⪅により⣬のཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶの（ၟရと࡚ࡋฟⲴࢀࡉ流㏻

ẁ㝵を⤒࡚ᡠるࡶのをྵࠋ（ࠋࡴ 

⏘業ྂ⣬ ཎ⣬の〇⣬ᕤ⛬ᚋのຍᕤᕤ⛬ࡽ࠿Ⓨ⏕ࡋ、⣬〇㐀஦業⪅により⣬のཎᩱ

と࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶのࠋ 

たࡋࡔ、⣬〇㐀஦業⪅等（当該⣬〇㐀஦業⪅のᏊ఍♫、関連఍♫等の関

ಀ఍♫をྵࠋࡴ）の⣬ຍᕤᕤ場、⣬〇ရᕤ場、༳ๅᕤ場及び〇ᮏᕤ場な

ど、⣬をཎᩱと࡚ࡋ使用するᕤ場ⱝࡣࡃࡋ஦業場におい࡚ຍᕤを⾜う場

合、ཪࡣ当該⣬〇㐀஦業⪅が〇ရをฟⲴする๓にጤクにより௚の஦業⪅

にຍᕤを⾜ࡏࢃる場合にⓎ⏕するࡶので࡚ࡗ࠶、ၟ ရと࡚ࡋฟⲴࡎࢀࡉ

に当該⣬〇㐀஦業⪅により⣬のཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶのࡣ、ྂ ⣬とࡋ

た場ࡋを௓⪅୕➨、ࢀない（当該⣬〇㐀஦業⪅等の手を㞳ࢃりᢅྲྀࡣ࡚

合ࡣ、ᦆ⣬をྂ⣬とྲྀ࡚ࡋりᢅうたࡵのពᅗ的な⾜Ⅽを除き、ྂ ⣬とࡋ

࡚ྲྀりᢅうࠋ（ࠋ 

ᦆ⣬ 以下のい࠿ࢀࡎに該当するࡶのࠋ 

・〇⣬ᕤ⛬におい࡚Ⓨ⏕ࡑ、ࡋのまま〇⣬ᕤ⛬にᡠࢀࡉཎᩱと࡚ࡋ使用

回流ᦆ⣬ࠕるࡺࢃの（いࡶるࢀࡉ ットブࣟーク及びドライブ࢙࢘ࠋࠖ

ࣟーク）ࠋ 

・〇⣬ᕤ場ཪࡣ஦業場内にಖ管࡚ࢀࡉཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶの（いࢃ

௙込ᦆ⣬ࠕるࡺ  ࠋࠖ（

・上グ⏘業ྂ⣬の定⩏におい࡚、ࠕたࡋࡔ᭩きࠖでつ定࡚ࢀࡉいるࡶのࠋ

⣬〇㐀஦業⪅ ࠕ日ᮏᶆ準⏘業分類 （ࠖᖹᡂ 21 年⥲ົ省࿌♧➨ 1�� ྕ）の୰分類にᥖࡆ

るࠕ⣬〇㐀業（142）ࠖ で࠶り、小分類のࠕὒ⣬〇㐀業（1421）ࠖࠕᯈ⣬〇

㐀業（1422）ࠖࠕ機械すき࿴⣬〇㐀業（1423）ࠖ 及びࠕ手すき࿴⣬〇㐀業

（1424）ࠖ をいうࠋ 

Ꮚ఍♫、関連఍♫及

び関ಀ఍♫ 

㔠⼥ၟရྲྀ引ἲ（᫛࿴ 23 年ἲᚊ➨ 2� ྕ）➨ 1�3 ᮲のつ定に基࡙ࡃ㈈ົ

ㅖ⾲等の用ㄒ、ᵝ式及び作ᡂ方ἲに関するつ๎（᫛࿴ 38 年኱ⶶ省௧➨

�� ྕ）➨㸶᮲のྛ㡯に定ࡵるࡶのをいうࠋ 

࠙ྂ⣬パルプ㓄合率の定⩏ࠚ 

ྂ⣬パルプ㓄合率㸻 
ྂ⣬パルプ 

�1��（㸣）
（バージンパルプ㸩ྂ⣬パルプ） 

パルプྵࡣ水率 1�㸣の㔜量とするࠋ 

上グ⟬定式の分ẕ及び分Ꮚにࡣᦆ⣬ྵࡣまないࡶのとするࠋ 
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�3� 目ᶆの❧࡚方

ྛရ目の当該年度の調㐩⥲㔜量（NJ）に༨ࡵる基準を‶たす≀ရの㔜量（NJ）の๭合と

するࠋ 
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